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今月のテ－マ　人が退職したときの事務

1 人が退職したときの手続きは、社会保険関連と税務関係の届出が必要です。

処理内容 届出先 期日 その他

1.　健康保険・厚生年金保険 　社会保険事務所 　退職後5日以内 　添付書類

　　被保険者資格喪失届 　健康保険証

2.　イ　雇用保険 　公共職業安定所 　退職後10日以内

　　　　被保険者資格喪失届

　　ロ　離職証明書 　退職者が失業給付を受けるために必要です

　携行するもの

　退職届　/　賃金台帳　

3　住民税の異動届出書 　退職者の居住市 　1月1日～4月30日の退職者からは、

　5月までの住民税を徴収して、納付

　します。　6月からは退職者は納付

　します。

4　源泉徴収書の作成 社内処理につき

届出不要

5　退職所得の受給に関する

　　申告書を受理する

図にすると次のようになります。

会社で用意するもの

1.　健康保険・厚生年金保険 　社会保険事務所

　　被保険者資格喪失届 退職日の翌日から5日以内

　添付

健康保険証添付

2.　イ　雇用保険 　公共職業安定所 退職者

　　　　被保険者資格喪失届 　退職日の翌々日から10日以内 離職票

賃金台帳、出金簿

　　ロ　離職証明書 携行

3　住民税の異動届出書 　退職者の居住市
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